
地域計画（モデル地区）の取組状況（令和６年12月末時点）

地域の現状と課題 将来の地域農業の方向性

・尾崎地区は、水稲を主な作物とする地域である。同地区でも、農業
者の高齢化が進んでいるものの、若い担い手の農業者が１名いる。
・平成27年度に、埼玉県農地中間管理機構が
事業実施主体となって、農業基盤整備促進
事業及び農地耕作条件改善事業を実施して
いる。
・地区内の農地の賃借は、機構経由での賃借
が中心である。

・「規模拡大意向を示す農業者」の情
報を地域内に共有し、必要に応じて
その者への農地の集積・集約を行う。
・新規就農者や若手農業者をサポー
トする地域の受入体制を整備する。
・地域内における定期的な話合いの
場を設ける。
・多面的機能支払交付金を継続して活用していく。

協議を進める過程で発生した課題 取組経緯（課題への対応）及び今後の予定

・耕作者及び地権者は、一度の説明で地域
計画を理解することは難しく、協議の場で直
ぐには意見や質問が出ない。
・目標地図への「耕作者の位置付け」の説
明の際に、大規模農家以外の農家に離農
を推奨していると誤解されないよう、説明の
仕方が難しい。

・令和５年７月 土地改良組合の役員へ地域計画の説明及び協力要請
・令和５年８月 耕作者、地権者を対象とした協議の場を開催し、今後の意向調査
                        の実施・集計、地域の話合い、目標地図策定の了解を得る
・令和５年10月 耕作者を対象に、今後の営農についての意向調査を実施・集計
・令和５年11月 意向調査結果の取りまとめ
・令和５年12月 協議の場（地域計画、目標地図

（案）の作成、目標地図（案）を基
にした地域の話合い）

・令和６年２月 地域計画、目標地図（案）の合意
・令和６年３月 地域計画、目標地図（案）を３月

25日まで公告後、29日に策定
・令和７年３月 変更・見直し予定

（変更点）農業を担う者数17→14
現状の集積率36％→47％
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地域の若手農業者に対し、農地を集積・集約化 埼玉県羽生市 尾崎地区
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